
千曲市告示第９号

千曲市分別収集奨励金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。

令和８年２月６日

千曲市長 小 川 修 一



千曲市分別収集奨励金交付要綱の一部を改正する告示

千曲市分別収集奨励金交付要綱（平成15年千曲市告示第86号）の一部を次のように改正

する。

第１条及び第２条中「資源ごみ」を「資源物」に改める。

別表中

「 「

」を 」に改める。

様式第１号及び様式第２号中「千曲市長 様」を「（宛先）千曲市長」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、令和８年２月６日から施行する。

（経過措置）

２ この告示による改正後の千曲市分別収集奨励金交付要綱の規定は、施行の日以後の申

請に係るものから適用し、施行の日前までの申請に係るものについては、なお従前の例

による。

資源ごみの種類 資源物の種類


